
第1回（3月29日）今後の介護人材養成の在り方に関する検討会  

介護福祉士制度の見直し   



r社会層祉士及び介蕃福祉士法J  

の一部改正について   



介護福祉士・社会福祉士制度の改正について  

［社会福祉士及び介護福祉士法（昭和62年制定、昭和63年度施行）により創設された名称独占の国家資格］  

改正の背景   

近年の介護・福祉ニーズの多様化・高度化に対応し、人材の確保・資質の向上を図ることが求められている。   

○介護保険制度の導入や障害者自立支援法の制定等により、認知症の介護など従来の身体介護にとどま   
らない新たな介護サ＋ビスへの対応が求められている。  

○ 介護保険制度、障害者支援費制度等の利用者がサービスを選択できる制度を導入したことに伴い、±ニ   
ビスの利用支援、成年後見、権利挽筆写和美務が拡大してきている。  

改正のポイント  
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介護福祉士の行う「介護」を「入浴、排せつ、食事その他の介護」から「心身の状況に応じた介 護」に改め  1
 
 
 

るなど、定  

2 個人の  
サ瑚連携等について新たに規定するなど、  

3資質の向上を図るため、す瑚   
介準福祉士即ヒする。   
福祉現場における高い実脚の見直しを行う。  

4社会福祉士の任用」活用の促進を図る。  



社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律の概要  

（平成19年12月5日公布）  

1定義規定の見直し  

①・介護福祉士の業務：「入浴、排せつ、食事その他の   
介護」から一心身の状況に応じた介護」に改正する。  

②社会福祉士の業務＝福祉サヰビえを捷供する着丈   

は 師等の保健医療サービス 提 する者 の他の  
潮係者との連絡・調整を明確化する。  

2 義務規定の見直し  

①個末や尊厳を保持し、その有する能力■適性に応じ自   
立した日常生活を営むことができるよう、常にその者の  
立場に立って、誠実に業務を行わなければならない。  

②介護福祉士は翠柳等に応じ、社会   

福祉士は地域に即した創意と羊夫を行い、業務を行わ   
なければならない。  

③サービスが総合的かつ適即＝提供されるよう、邁進   
サービス提供者、医師等の保健医療サービス提供者そ  

者との連携を保たなければならない。  の他の開   

④資格取得後も、社会福祉一介護を取り巻く環境の変化   
に適応するため、知帯御中主に努めなければなら   
ない。  

施行期日  

全壷旦＝定義規定・義務規定の見直し、社会福祉士の任用資格としての位置付けの拡大（1、2及び4②）  
1日：介護福祉士の教育内容の充実、社会福祉士の資格取得方法の見直し（3②・④及び4①）  平成21年4  

平成24年4月1日：介護福祉士の資格取得方法の見直し   

（3①・③） ＊平成25年1月試験から実施  3   



介毒福祉士の資格取得方法の見直し   

平成19年の「社会福祉士及び介護福祉士法」の一部改正により、すべての者  
は一 定の教 育プロセスを経た後に国家試験を るという形で、資格取得方  
法の一元化が図られたところ。  

養成施設ルート  福祉系高校ルート  実務経験ルート  

改正前  

国家試験なし  
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養成施設2年以上   

（1，650時間）  

」狸．＿－  

Ⅲ明降鴫膿鵜綜卜  
国家試験  

【平成24年虐施行】  

実務経験  

3年以上  
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／【参考】現行の資格取得者数等の状況  
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＊平成20年度の国家試験の状況：  平成20年度資格取得者   これまでの資格取得者数の累計   

養成施設ルート   約1．5万人（約17．0由）   約25．4万人（約34．2％）   

福祉系高校ルート   約0．5万人（約5．7％）   
約48．9万人（約65．8％）   

実務経験ルート   約6．8万人（約77．3％）   

・受験者数 約13．1万人  

■合格者数 約 6．8万人  

（合格率約52．0％）  
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6月（¢00時間）以上の養成課雇創闇の眉個  

1．尊厳を支えるケアの実践  
2．現場で必要とされる実践的能力  
3．自立支援を重視し、これからの介護ニー ズ、  

政策にも対応できる  

4．施設・地域（在宅）を通じた汎用性ある能力  

5．心理的・社会的支援の重視  
6．予防からリハビリテーション、看取りまで、  

利用者の状態の変化に対応できる  

7．多職種協働によるチームケア  
8．一人でも基本的な対応ができる  

9．「個別ケア」の実践  
10．利用者・家族、チームに対するコミュニケー  

ション能力や的確な記録・記述力  

11．関連領域の基本的な理解  
12．高い倫理性の保持  

平成19年の法改正に当たって、今後の高齢  

化の一層の進行や認知症高齢者に対するケ  

アへの対応の必要性等の背景を踏まえ、全  
後のあるべき介護福祉士像を整理。  

上の必要性  介護福祉士   

この介護福祉士の在り方像を踏まえつつ、こ  
うした人材の養成に向けた知識一枝術体系と  

して、ぞ年1，650時間のカリキュラムを1800時  
間へ拡充（養成施設ルート）。  

他方、実務経験ルートにおいて穂、「即戦力として期待できるもののヽ制度面・理論面について十分な教育機会が欠け  
ている」との議論があり、1800時間のカリキュラムを基本に、実務から得られる知識・技術を考慮しつつ、利用者への  
韓明能力を高め、状態像に応嘩  

○ 認知症ケアや医療が必要な高齢者へのケアなど、現代的な課題に対応するために必要な知識・技術   
（ex．認知症の理解や障害の理解など）  

○ 根拠に基づく実践を行う観点から、制度や人体の構造等に関する知識  
（ex．社会の理解やこころとからだのしくみなど）  

等を修得するための課程として、実務経験ルートに600時間課程を創設したもの。  

⊂〉こうした改正を通じ、介護福祉士の社会的な評価を高め、処遇改善につなげることを企図0 
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6月（600時間）以上の養成課程の教育力リキュラム（毒）  

時間数   教育内容  

人間の尊厳と自立   15h   人間の尊厳と自立、介護における尊厳の保持・自立支援  

彗志  

耳と           社会の理解   30h   生活と福祉、社会保障制度、介護保険制度 等  

介護の基本   
介護福祉士の機能と役割を支えるしくみ、介護を必要とする人の理解、介護  

90h  
実践における連携、介護における安全の確保とリスクマネジメント 等  

コミュニケーション技術   

住環境の整備、自立に向けた移動の介護、自立に向けた  

人間の成長と発達の理解、老化に伴うこころとからだの変化と日常生活 等  



r社会福祉士及び介蓋福祉士法」一部改正法の施行スケジュール   



参議院厚生労働委員会における附帯決議（平成19年4月26日）  
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衆議院厚生労働委員会における附帯決議（平成19年11月2日）   




